
 
 
 
 
 
 
 
 

第４部 先導的プロジェクトの推進 
 

  



 本プログラムでは、行政としてグリーンエネルギーの率先導入を進めていくために、いくつかの具体

的導入イメージの検討を行い、今後それらの事業の推進を図る。以下にそれぞれの内容を示す。 
 

＜総合対策プロジェクト＞ 

 

１．環境創生５％システムによる率先導入 
 

 兵庫県では、「環境率先行動計画」を策定し、エネルギー使用量の削減やごみ減量化等、県自らも事

業者の一員として環境負荷低減に取り組んできたが、その取り組みを事務活動からさらに拡大し、「環

境創生５％システム」を構築して、県が発注する公共工事の工事費の５％以上を環境創生措置のために

充てることにより、公共工事のグリーン化を促進する。 
 

（１）システム適用対象 

 環境創生５％システムは、県が事業主体となって直接発注するすべての工事を対象とする。 
事業の区分 適用内容 

① 総事業費１億円以上の新規事業 
（災害復旧等緊急を要する事業、専ら施設等の維

持管理に係る事業等は除く。） 

基本ルールを全面適用 
全体計画策定時、事業終了時に取り組み状況を評価・報

告する。また、毎年の取り組み状況を報告する。 

② ①以外の事業 
努力義務 

実施設計金額 2,000 万円以上の工事は、毎年の取り組み状

況を報告する。 

 
（２）環境創生措置の内容 
 

 環境創生措置 具体的工事内容の例 

地球環境への配慮 

①自然エネルギーの利用促進 
②省エネルギー・効率化 
③資源の有効利用 
④地下水の涵養、適切な水循環確保 
⑤木材の利用 
⑥植物の積極的活用・緑化 
⑦グリーン調達の推進 

太陽光発電等の利用 
コージェネレーションシステムの導入 
再生砕石材等の利用 
透水性舗装の敷設 
建物及び内装への木材利用 
屋上・壁面緑化 
環境配慮型製品の使用 

良好な生活環境の確保 
⑧水辺・斜面空間の利用 
⑨周辺環境との調和 
⑩自然災害の防止 

親水施設の整備 
自然石による護岸工事 
防風機能を持つ植栽の実施 

自然環境の保全 

⑪貴重な動植物対策 
⑫地域の生態系対策 
⑬周辺自然環境との調和 
⑭環境学習の場の提供 

生態系保全型施設整備 
獣道、魚道等の設置 
周辺生態系樹種による緑化 
植物名等のサイン設置 

 
（３）取り組みの評価 
 事業単位の評価を原則としつつ、年度単位の検証も併せて行う。 

（例）工事費２億円の道路事業（３カ年事業の場合） 
Ｈ14 工事費１億円 環境創生措置 建設副産物リサイクル等 200 万円（２％） 
Ｈ15  〃 ５千万円    〃    透水性舗装等 400 万円（８％） 
Ｈ16  〃 ５千万円    〃    沿道緑化等 600 万円（12％） 
   事業全体に係る環境創生措置 1,200 万円（６％） 
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（４）推進体制 

 県民生活部長を総合調整担当責任者として、各部長等と連携して推進する。総合調整担当責任者は

次の業務を所掌する。 
・毎年度における環境創生５％システムの進行管理 
・環境創生措置の策定 
・その他同システムの効果的な運用を図るために必要な措置についての調整 

 
（５）結果の報告 

 各部局の取り組みの評価結果は、毎年２回（上・下半期）取りまとめ、環境適合型社会形成推進会

議に報告する。 
  

＜自然循環の確保＞ 

ひょうごの森・川・海再生プ

ラン 

＜兵庫の特性を生かした 

 循環に即した生活の実現＞ 

ゴミのない５Ｒ注 生活の実

現 
・グリーン購入 

環境創生５％システム 

①自然環境の回復・創造 
 （多自然型工法・緑化推進等） 

②資源の循環利用と廃棄物の削減 
 （再生素材の使用等） 

③「５％システム」による環境 
 関連市場の拡大 

④自然エネルギーの積極的導入 
 （太陽光発電、風力発電施設 

の設置等） ＜環境と調和した循環型 

 社会システムの確立＞ 

エコビジネスの支援 
・広域ﾘｻｲｸﾙ拠点整備 
・ひょうご環境ﾋﾞｼﾞﾈｽｳｨｰｸ 

＜エネルギーの有効活用 

 の促進＞ 

地球温暖化防止対策の推進 
・ｸﾞﾘｰﾝｴﾈﾙｷﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ 
・自然ｴﾈﾙｷﾞｰ導入促進事業 

環境優先社会の実現 

公共事業の環境配慮を推進し、持続可能なグリーン経済社会を築く 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：５Ｒ 

 ①reduce、②refuse、③reuse、④repair、⑤recycle

の実践活動により、持続可能な循環型社会の実現を目指

す取り組みを示す。 
 

 

図 40．「環境創生５％システム」の展開イメージ 

 

 

２．グリーンエネルギーコンテスト（仮称）による取り組み促進 
 

 地球温暖化防止に地域からの取り組みを進めるための行動指針として、平成 12 年７月に策定した「新

兵庫県地球温暖化防止推進計画」においては、県民、事業者の自主的な取り組みを基本としており、こ

れらの取り組みの実効性を確保するためには、何らかのインセンティブによる誘導も有効的な施策であ

る。その１つとして、コンテストによる地域ぐるみの先進的な取り組みの表彰を行い、各主体の率先的

な取り組みを促進する。 
 本県では、平成 12 年８月に、地球温暖化防止に志高く取り組む県民、事業者、行政が自主的に参加

する「地球環境１０％クラブ」を設置し、クラブ員による率先した取り組みを進めているところである

が、クラブ員等のこれらの取り組みをコンクール方式で毎年度、一般公募により募集し、審査会（「兵

庫県地球温暖化防止推進センター」内に設置）において、評価・審査した上で、上位入賞者を表彰する。
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＜省エネルギー対策プロジェクト＞ 

 

３．地域省エネ対策推進モデル事業での各主体の取り組み促進 
 

 エネルギー消費の増加が著しい民生部門における地域ぐるみでの省エネルギー対策を推進するため、

モデル地域において、兵庫県地球温暖化防止活動推進センターや県民・事業者・行政から構成する「地

区協議会」を設置し、各主体の省エネルギーを促進する。 
 

 

 
兵 庫 県 

兵庫県地球温暖化防止活動推進センター 市     町 

連携 

環境団体 商工会等 

地区協議会 

３カ年計画の策定 

構造的対策の実施 
 

 対象  

飲食店、住宅等における新築・改築 
 

 対策  

・センター派遣の専門家によって高断

熱化等の「温暖化診断」の実施 

・対策実施前後の二酸化炭素等の排出

量把握 

行動による対策の実施 
 

 対象  

家庭における日常生活 
 

 対策  

・地区における講習会等において、冷暖

房温度の設定の適正化等について専

門家による温暖化診断・アドバイスを

実施 

・対策実施前後の二酸化炭素等の排出

量把握 

取りまとめの実施 
 
・毎年度、各地区毎に事業の結果を取

りまとめ 

・構造的対策の費用対策効果、行動に

よる対策の普及、手法等の成果を把

握 

・課題と改善手法についても検討、把

握 

・ホームページ、自治体の広報、地元テ

レビ局等マスコミの協力を得て広く

公開する 

住民団体 

 

 

図 41．地域省エネ対策推進モデル事業の全体像 
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４．県有施設でのＥＳＣＯ事業による省エネの推進 

 

（１）ＥＳＣＯ事業の概要 
 
 ＥＳＣＯ事業とは、省エネルギーを合理的に誘導する新しいビジネスであり、省エネ改修に必要な

設備・資金・技術・人材等を包括的に提供する事業で、省エネにより削減された光熱費の中から工事

費用を償還し、残余分を所有者とＥＳＣＯ事業者の利益とすることができる事業である。 
 従来の省エネ設備を導入する場合に比べ、ＥＳＣＯ事業は下記のような特徴がある。 

①投資金額をエネルギー削減分でまかなえる。 
②エネルギー削減量（省エネ量）が長期に渡って保証または相当額を分与される。 
③トータル的なコンサルティングにより省エネ改修を最大限に引き出すことができる。 
④ＥＳＣＯ事業者は、維持管理等の役務提供により正当な報酬を得る。 

 
 顧客の利益  

 ＥＳＣＯの配当  

 金利  

 
返済分 

初期投資  

顧客の利益  

 

 

 

光熱費支出  光熱費支出 

 

光熱費支出 

ＥＳＣＯ事業実施前      ＥＳＣＯ事業実施後       契約期間終了後 
 

図 42．ＥＳＣＯ事業の資金回収の概念図 

 

（２）ＥＳＣＯ事業の契約方式と特徴 
 
 ＥＳＣＯ契約には、シェアド・セイビングスとギャランティード・セイビングスの二方式がある。 

 
 シェアド・セイビングス 

（節約額分与契約） 
ギャランティード・セイビングス 

（節約額保証契約） 
契約形態 節減量相当額を分与 節減量保証 

特  徴 ・顧客側の初期投資は不要。 
・ＥＳＣＯ契約期間中の顧客利益分は少なくなる。 

・初期投資の負担は顧客側。 
・ＥＳＣＯ契約期間中の顧客利益分はシェア

ド・セイビングに比べて多い。 
契約期間 １０年程度 
業  種 今後、公共に適用される可能性あり 公共、民需部門 

資金フロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

設備所有権 ＥＳＣＯ事業者 顧  客 

 
ＥＳＣＯ事業者 

顧 客 金融機関 

・負債返済リスク 

資金（設備）準備はＥＳＣＯ事業者 

・顧客の信用リスク 
・ESCO の信用リスク 

支払い ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ契約 
融 資 

返

済 

ＥＳＣＯ事業者 

顧 客 金融機関 

資金準備は顧客殿 

定額 

支払

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ契約 

・負債返済リスク ・顧客の信用リスク 

融資 

返済 
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（３）ＥＳＣＯ事業導入の流れ 

 
 具体的なＥＳＣＯ事業の進め方を下記に示す。 
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プロジェクト評価 中止 

     スタート 

設備現状調査（一次診断） 

・施設状況（各設備導入時期、移動時間、日数） 

・既設設備状況（電気、熱源・空調、照明等） 

・エネルギー（電気、熱、空気、水）使用量調査 

   

  

改修計画の策定 

・設置スペース 

・投資額 

・契約電力 

・償却年数 

・環境への影響 

・将来の増設計画 

・運転費試算 

・設備費試算 

・保守、人件費 

・ＣＯ2削減効果試算 

 

 

  

  

 

エネルギー診断 

・測定と詳細エネルギー診断 
 

  
改修計画の詳細検討 

・省エネルギー性 

・環境への配慮 

・管理の省力化と高効率化 

 

  
契約条件の設定 

・ベースライン   ・保守 

・省エネ保証値   ・検証方法 等 

・契約期間 

 

  

  

詳細設計  

  
改修工事  

  
保守・監視・省エネ検証  

パフォーマンス契約 

 
図 43．ＥＳＣＯ事業のフロー 



 

（４）ＥＳＣＯ事業導入についての検討 

 
 本県では ESCO 事業が既存施設の省エネルギー対策を推進する上で非常に効率的な手法と位置付

け、県有施設をモデルに ESCO 事業導入の検討を行い、以下のとおり試算が得られた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  建

  延

  竣

  契

  年

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

受 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

施設概要
物用途：病院 

べ床面積：27,000 ㎡   構造：鉄筋コンクリート（地上８階、地下１階） 

工年度：昭和 59 年 

約電力：1,850kW 

間消費エネルギー量 ： 2,358kl/年（原油換算） 

電力 ：  1,696kl/年（6,400MWh/年） 

ガス ：    194kl/年（163kNm３/年） 

油   ：    468kl/年（463kl/年） 

省エネルギーの対象と概要 

発電機による発電と排熱の有効利用による電力・熱利用の

総合的な高効率化 

コージェネレーションの導入

 

電 効 率 の 向 上 変換効率の高い変圧器の導入による電力損失の低減 

高効率照明設備の導入による消費電力の低減 
照 明 設 備 の 省 エ ネ

 

実負荷に合わせたインバータ制御による消費電力の削減 

負荷追従型ボイラー設備化による消費燃料の低減 
蒸 気 熱 源 の 効 率 向 上

 

搬 送 設 備 の 省 エ ネ

 

 省エネ率：約 10～20％（原油換算 約 236～496kl の削減） 

        換算値  電力：0.265kl/1,000kWh 

             ガス：1.19kl/1,000Nm3  

             Ａ重油：1.01kl/１kl 

上 記 省 エ ネ ル ギ ー 手 法 の 導 入 に よ る 効 果

図 44．省エネルギーシステム導入計画事例 
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５．尼崎 21 世紀の森構想における省エネルギーの推進 
 

 工場廃熱利用の可能性を検討するため、尼崎 21 世紀の森構想の対象地域である尼崎臨港地域で行っ

た事業所アンケートにおいて、廃エネルギーの利活用ポテンシャル（各事業所の排ガス廃熱、排水廃熱

等の未利用エネルギーの回収の可能性、共同エネルギー利用の可能性）の回答の集計もあわせて行った。

このアンケートの回答を単純に積み上げる（温度レベルによる利用可能性は無視）と、排ガス廃熱：1.0

×1012kcal/年、排水廃熱：0.2×1012kcal/年の賦存量が認められ、各回答事業所でのエネルギー消費量

に対し 4.8％、0.7％に相当する量であるとの結果が得られた。 

 この結果から、今後、太陽エネルギー、風力エネルギー、バイオマスエネルギーの積極的な利活用と

ともに、廃エネルギーの利活用も地域の賦存状況に応じて、積極的に推進していくこととする。 

 以下には、尼崎臨海地域を対象とした検討結果を示す。 

 
 「尼崎 21 世紀の森構想」では、瀬戸内海における阪神工業地帯の中核として発展してきた尼崎臨海

地域において産業の停滞、工場の遊休地が発生すること等から、地域の活力が失われつつあり、このよ

うな観点から尼崎臨海地域は都市の再生のために失われた環境を修復し、自然と人が豊かにかかわりあ

いのできる環境共生都市をめざした基盤整備が必要との考えから、自然と人と産業が共存するための方

策について検討した。 

 このような新たな都市基盤整備を考える上でも、兵庫県として今後は、エネルギーの利活用も大きな

課題であると考えており、そのための一つの方策として、廃熱エネルギーを活用した地域内でのエネル

ギー需給システムの構築を長期的な視点から検討した。 

 今回、尼崎臨海地域に立地する３

事業所で排出されている廃熱につ

いて調査した結果、Ａ・Ｃ社では、

300℃以上の温度レベルを有してい

ることから発電利用も可能である

と考えられる。 

 標準家庭のエネルギー消費量（熱

量ベース、冷暖房・給湯需要を想定）

の観点からみると、年間を通じて

10,000 世帯の需要をカバーするこ

とが可能であり、最大 30,000 世帯

分をカバーする可能性もあるとの

試算結果が得られた。 

 課題としては、ヒアリングから得

られた、事業所内での廃熱回収コス

トが高い、メンテナンスの問題、周

辺地域へ供給するためのインフラ

整備に対する事業所負担等の課題

とともに、家庭での需要のピークに

対応するための蓄熱方法等の検討

が挙げられる。 
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図 45．１年間のエネルギー需給構造 

図 46．１日当たりのエネルギー需給構造 
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図 47．尼崎臨海部における廃エネルギー利用のイメージ 
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＜新エネルギー対策プロジェクト＞ 

６．ひょうごグリーンエネルギー基金による太陽光発電の導入促進 

 

「兵庫県地球温暖化防止活動推進センター（財団法人ひょうご環境創造協会）」では、グリーン

エネルギーを県民の手で普及させるため、2001 年 12 月にひょうごグリーンエネルギー基金（県

民発電施設整備基金）を設け、県民・事業者からの拠出により、県内各地の公共施設等に太陽

光発電等、グリーンエネルギーによる発電施設の設置を進めることとなった。今後は、県民の

参加促進及び事業実施への積極的な協力等、基金事業推進の支援方策を検討する。 

 
 快適な日常生活をおくるための電気やガス・灯油等のエネルギー消費に伴い、地球温暖化の

原因となる二酸化炭素が大量に排出されている。 

 このため、ライフスタイルの変革による省エネルギー対策の必要性が高まっているが、さら

に積極的な対策として、太陽光発電等の新エネルギーの積極的な導入も不可欠となっている。 

 このような中、新エネルギーに関する国の導入支援制度等の効果もあいまって、県民の新エ

ネルギーに対する関心も高まりつつあり、住宅用太陽光発電の導入も進みつつあるが、コスト

高等から、まだまだその普及は限定的である。 

 太陽光等の新エネルギーは、地域に賦存するエネルギーであることから、県民総参加のもと

に普及を図ることが必要であり、また、このことが、県民のエネルギーに対する意識改革のき

っかけとなり、循環型社会形成に向けたグリーンエネルギーへの取り組みの促進や、意識の高

揚につながり、地球温暖化の原因となる二酸化炭素排出量削減のための地域からの取り組みの

促進に有効である。 

 このような中、「兵庫県地球温暖化防止活動推進センター（財団法人ひょうご環境創造協会）」

では、グリーンエネルギーを県民の手で普及させるため、2001 年 12 月にひょうごグリーンエ

ネルギー基金（県民発電施設整備基金）を設け、県民・事業者からの拠出により、県内各地の

公共施設等に太陽光発電等、グリーンエネルギーによる発電施設の設置を進めることとなった。 

 このことにより、県民の手による目に見える取り組みとしての新エネルギーの導入が図られ

ることとあわせて、県民のエネルギーに関する意識の高揚が図られることによりライフスタイ

ルの変革を促し、日常生活における省エネルギー対策が促進されることが期待されている。 

  
 ◆基金のしくみ◆  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎月500円（1口）を口座振替で
拠出していただきます。 

会員証をお送りするとともに、
削減した二酸化炭素の量を定期
的にお知らせします。 

発電収益は次の県民発電施設
のために使用します。 

この基金で太陽光発電施
設等を設置します。 

②設置  

③発電収益  

④会員証等  

①拠出  

 

会員 
県民発電施設 

地域のｼﾝﾎﾞﾘｯｸな建物等 

ひょうごグリーン

エネルギー基金  
 （センター） 
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７．詳細風況マップによる風力発電の導入促進 
 

 今後、重点的導入を図る新エネルギーとして位置づけた風力エネルギーに関して、兵庫県地域の風

況マップを作成した。 

 本風況マップは、気象庁が提供する 20km 単位の広領域の気象データーをもとに、地形や気温、水

蒸気等様々な要素を反映させた局地気象数値モデル（LOCALS）を用い、西暦 2000 年の１年間の地上

30ｍでの年平均風速を、１km 単位で再現計算したものである。 

 兵庫県下では、北・中部や淡路島の山間部（稜線付近）を中心に、風力発電導入の目安とされる年

平均風速６ｍ以上の地域が広く分布している。 

 今後は、各市町に対して該当する地域の風況マップを配布する等、風力開発の積極的な導入促進を

図ることとする。 
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８．あわじ菜の花エコプロジェクトの推進 

 
菜の花を栽培し、菜の花の種子から採取した油を食用油として利用した後、廃食用油を回収・改質し、

公用車等の燃料として再生する「あわじ菜の花エコプロジェクト」を推進する。 
なお、各主体から構成する推進会議（仮称）を設置し、県民の参画と協働により事業を推進する。 

  
＜菜の花エコプロジェクトの循環＞ 
 

 菜の花の生産   ⇒  採取油の精製   ⇒  廃油の回収   ⇒  バイオ燃料の精製 

                         （食用として利用）   （環境教育の推進）     （公用車等に利用）  
 
＜廃食用油回収処理のスキーム＞ 
 

県・全島１市１０町

拠点町でのバイオ燃料製造

公用車での利用

ＮＰＯ
自治体

消費者団体
商工会

住民 旅館、飲食店

回収 啓発 啓発 回収

相互協力支援

推進会議
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９．森のゼロエミッション構想による木質バイオマス利用の推進 
 

 兵庫県では、中山間地域を中心に自然資源を有効利用した循環型社会の構築と地域産業振興の推進を

目的とした「森のゼロエミッション構想」が策定されている。このなかで、一宮町では「100 年の森」

「しそう森林王国」「森と水の地球環境大学」等、森林・木質資源の有効利用を図る施策を推進する積

極的な取り組みが行われている。今後は、県下の他地域においても地域の環境特性並びに新エネルギー

の賦存状況を考慮しつつ、ぞれぞれの地域におけるグリーンエネルギーの導入を検討する。 

 
① 温暖化対策の方向性 

 面積の 92％を山林が占める一宮町において、森のゼロエミッション構想を機軸にして、木質資源を

利用して温暖化対策を進めることの重要性は明らかである。この場合、間伐材を家具、木炭、建築材

等に加工し、そこから排出される廃材を木質発電（コジェネ）に供給すること、つまり木質資源を生

かした地場産業の育成と循環型資源利用の連携が望ましい。しかし、木材の素材生産量は県下第 1 位

であるが、木材産業が脆弱な一宮町において、地域の発展に向けて、本構想を進める際に、まず木質

利用の地場産業を育成するとともに、郡レベルの広域連携を図っていくことが条件となる。 

 

② 温暖化対策ベストシステムの基本方針 

 賦存量豊かなスギの間伐材を利用するシステムを構築し、林業の活性化と温暖化対策の連携を

目指す。 

 木質資源を利用して、家庭や公共施設からの CO2排出を低減する。 

 地域の資源である木質資源を利用して、町民の参加による地域における温暖化対策の教育・啓

発効果を重視する。 

 

③ 温暖化対策ベストシステムの全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
④ ベストシステムを導入した場合の設備投資と CO2削減量 

設備投資費：約 470,000 千円（木質ガスコジェネ 0.4ｔ/時、木質ペレット６ｔ/日） 

CO2削減量：一宮町の年間排出量の 1.8％の削減（1,012ｔ-CO2/年） 

 ＜間伐材→製材工場、木質ペレット製造→住宅地、学校（中･高）、公共施設 
 端材･おが粉→木質コジェネ施設→製材工場、巡回電気ミニバス、学校（中･高）、スポニックパーク＞ 
 

   

巡回電気ミニバス   

スポニックパーク   

  
  

  
  

  

  
  

森林組合   

  

  
  製材工場     

熱・乾燥 
  

  
  

端材／おが 粉   

公共施設   

    

間伐材の 
  

収集システム 
の確立 

  

住宅地   
  

    
    

  

  
    

  

  
  

間伐材・   
端材等 

  木質   コジェネ   
施設 

  
木質   ペレット   
製造 

  

家具   製材   
電気･熱   

廃材   

ペレットストー ブ 
  

学校（中･高） 
  

学校（中･高） 
  

焼却灰の肥料 
化による山林 
への循環シス 
テムの確立 
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１０．小水力発電の推進 

 

工場や既存の水路等での落差から生じる水力エネルギーは、有効に利用されていない自然エ

ネルギーの一つであり、上水道の送水管への水力発電の設置が行われる等、今後その導入が期

待される。 

その普及を促進するため、県自らが率先垂範し、城崎郡日高町内にトンネルでの湧水を利用

した小水力発電の導入や工業用水道事業等での導入の検討を行い、県内各地での普及を促す。 
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